
新潟労働局長登録教習機関

労働安全規則第36条第1号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第2条に基づく教育
事業者は、安衛則第36条第1号に掲げる業務のうち、自由研削といしの取替え又は取替え
時の試運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなけ
ればならないことが義務付けられています。
尚、機械研削用研削盤、機械研削といしの取替え等の業務は、別途、機械研削用の特別
教育が必要です。

２０名

令和７年８月7日（木）開催日

会 場 新潟教習センター

注）受講者が少数の場合、中止することもございますのでご了承ください。

【 お問い合わせ先】

〒９５０-１１９５

新潟県新潟市西区山田２３０７-１０８

ＴＥＬ:025-232-7611
ＦＡＸ:025-232-7612

新潟教習センター

受 付 8時受付、8時30分開講




